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裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明 

 

 

第１ 声明の趣旨 

  国民が真に利用しやすい司法制度を実現することにより、司法が社会正義を実

現し、人権、特に多数決支配では救済されない社会的・政治的・経済的弱者の人権

擁護機能等司法の強化を実現するため、最高裁判所においては、大幅な裁判所関

連予算の増額を要求すべきであり、政府あるいは財務省においては、それを受け

て大幅な裁判所関連予算の増額を認めるべきである。 

 

第２ 声明の理由 

１ 周知のとおり、一連の司法制度改革を実現するため、平成１１年に司法制度改

革審議会（以下「審議会」という）が内閣下に設置され、平成１３年には「２１世

紀の日本を支える司法制度」と題した意見書（以下「意見書」という）が発表され

た。 

意見書では、①国民の期待に応える司法制度、すなわち、国民にとって、より利

用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、国民の司法へのア

クセスを拡充するとともに、より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な

事件の解決を可能とする制度を構築すること（制度的基盤の整備）、②人的基盤

の拡充、③国民の司法参加を三つの柱として、各般の施策を講じることにより、

我が国の司法がその役割を十全に果たすことができるようにし、もって自由かつ

公正な社会の形成に資することを目標として行われるべきであると提言された。 

さらに、平成１５年には裁判の迅速化に関する法律（以下「迅速化法」という）

が制定され、国は、裁判の迅速化を推進するため必要な施策を策定し、及び実施

する責務を有するとし、政府は、その施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならないとされた。  

司法が紛争解決機能を強化することで人権の護り手として十分に機能するため

には、財政的な裏付けが不可欠であることは論を俟たない。 

２ ところが、現時点において、意見書が出されてから１３年、迅速化法が制定さ

れてから１１年が経過し、この間、裁判所関連予算は、平成１８年度までは労働

審判や裁判員裁判など新たな制度の導入準備もあって徐々に増加したものの、そ

れ以降は７年連続の減少となっており、平成２５年度に至っては２９８９億円と

減少し、意見書が出された平成１３年度の裁判所関連予算をも大きく下回り、平

成７年度並みの予算となっている。 

さらに、平成２６年度予算は、形の上では前年度より１２２億円多い３１１１
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億円となっているものの、この中には、平成２５年度限りで給与特例減額が終了

することに伴う人件費増１７１億円及び平成２６年４月の消費税率引上げに伴う

負担が含まれているため、実質的には平成２５年度より減額されていることにな

る。 

このような事態は、意見書や迅速化法の目的に逆行するものであり、司法制度

改革も裁判の迅速化も、理念だけで予算の裏付けのない絵に描いた餅と化してし

まいかねない。 

３ 意見書は、国民の期待に応える司法制度の構築として、民事裁判の充実・迅速

化、家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充実等を求めており、そのためには人的基

盤の拡充が不可欠であるところ、現在に至るまで、裁判所職員の数は絶対的に不

足したままである。 

平成２６年度においても、裁判官３２人、書記官２９人の新規増員を行ってい

るものの、逆に合理化による減員もあったため、裁判所全体の定員としては２万

５７４０人となり、前年度と比較すると４人減となっている。 

また、意見書では、国民の期待に応える司法制度の構築のために家庭裁判所機

能を充実させるべきとしたが、年々増加する家事事件に現在の家庭裁判所の人的

規模では対応できず、参与員関与の拡充等により対処せざるを得ない状況となっ

ており、国民の期待に応える司法制度とするためには何よりも地家裁支部の充実

が求められるところ、未だに全国で裁判官の常駐していない地方裁判所支部は４

６か所も存在する。 

４ 平成１８年には、意見書が目指す国民の期待に応える司法制度の構築や国民の

司法参加を具体化するための方策として労働審判制度がスタートし、平成２１年

には裁判員裁判が開始された。当然、これらに伴う新たな財政的負担が発生して

いるが、前記のとおり裁判所関連予算全体の額は減少し続けているのである。こ

のことは、ただでさえ不足していた従前の司法財政が新たな制度の創設によって

さらに圧迫されていることを意味しており、このように裁判所関連予算の全体額

が減少し続ける中で意見書が目指した司法制度改革を実現しようとすれば、本来

の司法機能そのものの減退を招くことになりかねないという自己矛盾を抱えてい

るのである。 

  労働審判制度については、労働事件の簡易迅速な解決を目的として創設された

制度であり、年々利用件数は増加しているものの、現在支部で実施されているの

は東京地裁の立川支部・福岡地裁の小倉支部のみである。しかし、国民の期待に

応える司法制度を構築するためには、裁判へのアクセス拡充として、支部におけ

る労働審判実施の必要性は非常に大きく、他の支部でも実施を求める声が上がっ

ている。兵庫県においても、特に姫路支部・尼崎支部は管内に１００万人を超え
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る人口を抱えており、多数の企業も所在していることから、労働審判の実施が強

く求められている。また、両支部では労働審判員の確保や労働審判を扱う弁護士

の体制は整っており、裁判所における予算的な問題が解決されれば、実施に向け

て大きく前進することになる。 

５ 平成２５年７月に出された裁判の迅速化に係る検証に関する報告書では、国内

実情調査では社会内に多数の潜在的紛争が存在している実情がうかがわれたとし、

少子高齢化等の社会の変容、紛争の法的解決に対する意識等の変化、法曹人口の

増加等による法的アクセスの容易化といった諸要因の影響により、紛争の量的側

面に着目すれば、社会内に潜在化していた紛争が法的紛争として顕在化し、法的

紛争が増加することが見込まれ、紛争の質的側面に着目すれば、法的紛争がより

複雑化・多様化し、事案によっては先鋭化する可能性があるとの指摘がなされて

いる。 

そして、裁判所においては、質の高い判断を迅速に提供するためにも、また紛

争増加が見込まれる中、将来の事件動向に対応していくためにも、運用改善の努

力や適切な基盤整備が必要であると指摘している。 

ところが、司法制度改革以後、弁護士の数のみ激増したものの、前述した裁判

官の数のみならず、検察官の数もあまり増えておらず、迅速化法の実現には不十

分であると言わざるを得ない。 

意見書も迅速化法も、国民の期待に応える司法制度の実現という目的は同じで

あり、そのために種々の具体的な方策を掲げているのであるが、それらの方策を

真の意味で実現するには、それに対応できるだけの財政面での措置が不可欠であ

る。 

６ 更には、法曹三者になる前段階の司法修習の給費制が廃止され、貸与制に移行

したことで、意見書に記載された司法基盤を支える人的インフラ整備は逆に著し

く減退していると言え、意見書に記載された司法の人的基盤整備実現のための裁

判所関連予算の大幅な増加は必要不可欠である。 

７ 以上のとおり、司法制度改革審議会の設置や迅速化法の制定が、国民に対する

単なるパフォーマンスで終わることのないよう、真に国民の期待に応えられる司

法制度を実現するために、裁判所関連予算の大幅な増額を求めるものである。 

 

以上 

 

２０１４年（平成２６年）１１月２１日 

兵庫県弁護士会          

会長 武  本  夕 香 子  


